
○北栄町はじめての複業活用支援補助金交付要綱 

令和４年11月１日 

告示第139号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、人手や知見を求める町内事業者(以下「町内事業者」とい

う。)と複業を求める都市部人材(以下「複業人材」という。)とのマッチング

を通じて、初めて複業人材から技能等の提供を受けて経営課題解決や事業進

展を図ろうとする町内事業者に対して支援することを目的に、予算の範囲内

で補助金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町

規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において定める複業人材とは、町内事業者の経営課題等の解

決に対応できる専門的又は高度な技能を有し、主たる労働以外の時間を活用

して、町内事業者に従事する者(委託業務を含む)をいう。 

(補助対象者) 

第３条 本補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる全てに該当する者とす

る。 

(１) 町内に事業所(現に事業を営む事業所、事務所、営業所、店舗等)を有

していること 

(２) 国、地方公共団体、商工会及び町内金融機関等又は北栄町が連携して

いる団体が実施する複業マッチング事業に参加する者 

(３) 町税等を滞納していない者 

２ 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対

象者から除く。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第

122号)に基づく届出を要する事業を営む者 

(２) 宗教上の組織若しくは団体 



(３) 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第３号)に規定する暴力団

員等 

(４) 過去に当該補助金を受給した者 

(補助対象経費) 

第４条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び

補助率は下表のとおりとする。 

補助対象経費 補助率 

複業人材への報酬又は業務委託料 １／２ 

複業人材への交通費及び宿泊費 

(補助金の算定) 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(１円未満の端数

が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。 

２ 補助金の限度額は、複業人材への報酬にあっては最大３か月分の合計額で

45,000円、複業人材への交通費及び宿泊費にあっては最大１往復分30,000円

を限度とする。 

(交付申請等) 

第６条 本補助金の交付を受けようとする者は、北栄町はじめての複業活用支

援補助金交付申請書(様式第１号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

(１) 事業計画書(様式第２号) 

(２) 収支予算書(様式第３号) 

(３) その他町長が必要と認める書類 

(交付決定等) 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否

を決定し、北栄町はじめての複業活用支援補助金交付(不交付)決定通知書(様

式第４号)により申請者に通知するものとする。 

(補助事業の変更申請等) 



第８条 補助事業者等は、前条の規定により交付の決定を受けた補助金の申請

に係る内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止若しくは廃止

しようとするときは、あらかじめ、補助対象事業の内容の変更に当たっては

北栄町はじめての複業活用支援補助金変更承認申請書(様式第５号)、補助対

象事業の中止又は廃止に当たっては北栄町はじめての複業活用支援補助金中

止(廃止)承認申請書(様式第６号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認

を得なければならない。ただし、軽微な補助対象事業の変更については、こ

の限りでない。 

２ 前項に規定する必要な書類は第６条各号に定めるものを準用する。この場

合において、同条第１号中「事業計画書」は「事業内容変更計画書」、同条

第２号中「収支予算書」は「変更収支予算書」に読み替えるものとする。 

(補助金の変更交付決定等) 

第９条 町長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請内容を審査し、

承認したときは、変更に当たっては北栄町はじめての複業活用支援補助金変

更承認(不承認)通知書(様式第７号)により、中止又は廃止に当たっては北栄

町はじめての複業活用支援補助金中止(廃止)承認通知書(様式第８号)により

補助事業者等に通知するものとする。 

(補助金の交付決定の取消し) 

第10条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。 

(２) 補助金を他の目的に使用したとき。 

(３) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、北栄町

はじめての複業活用支援補助金交付決定取消通知書(様式第９号)により補助

事業者等に通知するものとする。 

(実績報告) 



第11条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30

日を経過する日又は交付決定を受けた年度の３月31日のいずれか早い日まで

に、北栄町はじめての複業活用支援補助金実績報告書(様式第10号)に次の各

号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(１) 事業報告書(様式第11号) 

(２) 収支決算書(様式第12号) 

(３) 支出を証明する書類の写し 

(４) その他町長が必要と認める書類 

 (補助金額の確定等) 

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類

審査及び必要に応じて現地調査等により検査し、適性と認めたときは、北栄

町はじめての複業活用支援補助金額の確定通知書(様式第13号)により補助事

業者等に通知するものとする。 

(補助金の請求等) 

第13条 前条の通知を受けた補助事業者等は、北栄町はじめての複業活用支援

補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者等の申出により、町長が必要と認めた場合は、概算払すること

ができるものとする。 

(証拠書類の保存) 

第14条 補助事業者等は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理する

とともに、当該事業の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

(その他事業実施上の留意事項) 

第15条 この要綱に定める事項のほか、この事業の実施に必要な事項は町長が

別に定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、令和４年11月１日から施行する。 

附 則(令和５年１月16日告示第15号) 



この要綱は、令和５年１月16日から施行する。 

附 則(令和７年10月２日告示第95号) 

この要綱は、令和７年10月２日から施行する。 


